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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

日 雇 特 例 被 保 険 者 に 関 す る 保 険 料 額 並 び に 日 雇 特 例 被 保 険 者 の 負

担 す べ き 額 及 び 日 雇 特 例 被 保 険 者 を 使 用 す る 事 業 主 の 負 担 す べ き 額

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 被 保 険 者 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額

と す る 。 

日 雇 特 例 被 保 険 者 に 関 す る 保 険 料 額 並 び に 日 雇 特 例 被 保 険 者 の 負

担 す べ き 額 及 び 日 雇 特 例 被 保 険 者 を 使 用 す る 事 業 主 の 負 担 す べ き 額

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 被 保 険 者 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 額

と す る 。 

一 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 九 条 第 一 号 に 規 定

す る 第 二 号 被 保 険 者 で あ る 日 雇 特 例 被 保 険 者 一 日 に つ き 、 当 該

日 雇 特 例 被 保 険 者 の 標 準 賃 金 日 額 の 等 級 に 応 じ 、 次 の 表 に 掲 げ る

額 

標 準 賃 金 日

額 の 等 級 

日 雇 特 例 被 保

険 者 に 関 す る

保 険 料 額 
日 雇 特 例 被 保

険 者 の 負 担 す

べ き 額 

日 雇 特 例 被 保

険 者 を 使 用 す

る 事 業 主 の 負

担 す べ き 額 

第 一 級 四 四 〇 円 一 七 〇 円 二 七 〇 円 

第 二 級 六 六 〇 円 二 五 五 円 四 〇 五 円 

第 三 級 八 六 〇 円 三 三 〇 円 五 三 〇 円 

第 四 級 一 、 一 〇 〇 円 四 二 〇 円 六 八 〇 円 

第 五 級 一 、 三 二 〇 円 五 〇 五 円 八 一 五 円 

第 六 級 一 、 六 二 〇 円 六 二 〇 円 一 、 〇 〇 〇 円 

第 七 級 二 、 〇 〇 〇 円 七 六 五 円 一 、 二 三 五 円 

第 八 級 二 、 三 八 〇 円 九 一 〇 円 一 、 四 七 〇 円 

第 九 級 二 、 七 六 〇 円 一 、 〇 五 五 円 一 、 七 〇 五 円 

第 一 〇 級  三 、 二 二 〇 円 一 、 二 三 〇 円 一 、 九 九 〇 円 

第 一 一 級  三 、 七 六 〇 円 一 、 四 三 五 円 二 、 三 二 五 円 
 

一 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 九 条 第 一 号 に 規 定

す る 第 二 号 被 保 険 者 で あ る 日 雇 特 例 被 保 険 者 一 日 に つ き 、 当 該

日 雇 特 例 被 保 険 者 の 標 準 賃 金 日 額 の 等 級 に 応 じ 、 次 の 表 に 掲 げ る

額 

標 準 賃 金 日

額 の 等 級 

日 雇 特 例 被 保

険 者 に 関 す る

保 険 料 額 

日 雇 特 例 被 保

険 者 の 負 担 す

べ き 額 

日 雇 特 例 被 保

険 者 を 使 用 す

る 事 業 主 の 負

担 す べ き 額 

第 一 級 四 五 〇 円 一 七 五 円 二 七 五 円 

第 二 級 六 八 〇 円 二 六 〇 円 四 二 〇 円 

第 三 級 八 八 〇 円 三 三 五 円 五 四 五 円 

第 四 級 一 、 一 一 〇 円 四 二 五 円 六 八 五 円 

第 五 級 一 、 三 五 〇 円 五 一 五 円 八 三 五 円 

第 六 級 一 、 六 六 〇 円 六 三 五 円 一 、 〇 二 五 円 

第 七 級 二 、 〇 四 〇 円 七 八 〇 円 一 、 二 六 〇 円 

第 八 級 二 、 四 三 〇 円 九 三 〇 円 一 、 五 〇 〇 円 

第 九 級 二 、 八 一 〇 円 一 、 〇 七 五 円 一 、 七 三 五 円 

第 一 〇 級  三 、 二 八 〇 円 一 、 二 五 五 円 二 、 〇 二 五 円 
第 一 一 級  三 、 八 二 〇 円 一 、 四 六 〇 円 二 、 三 六 〇 円 

 

二 （ 略 ） 二 （ 略 ） 

 


